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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第53期

第２四半期連結
累計期間

第53期
第２四半期連結
会計期間

第52期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

営業収益 (百万円) 9,988 5,150 17,239

経常利益 (百万円) 1,218 524 1,421

四半期(当期)純利益 (百万円) 532 195 631

純資産額 (百万円) ― 27,240 26,889

総資産額 (百万円) ― 61,681 63,499

１株当たり純資産額 (円) ― 1,578.19 1,560.64

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 31.66 11.61 37.96

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 31.64 11.60 37.90

自己資本比率 (％) ― 43.0 41.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,807 ― 14,369

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △519 ― △2,173

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,274 ― △10,783

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 10,098 6,085

従業員数 (名) ― 649 672

(注)　営業収益には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名)
649
〔516〕

(注) 　従業員数の欄の〔外書〕は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名)
489
〔468〕

(注) 　従業員数の欄の〔外書〕は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

営業収益の実績は次のとおりであります。

　

(1)　株主名簿管理人業務

　

区分
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

株主名簿管理人手数料 (百万円) 693

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2)　名義書換取次業務

　

区分
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

書換手数料 (百万円) 455

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3)　有価証券配送業務

　

区分
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

配送手数料 (百万円) 374

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(4)　有価証券管理業務

　

区分
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

管理手数料 (百万円) 1,478

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(5)　証券情報処理業務

　

区分
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

情報処理手数料 (百万円) 896

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(6)　メーリング業務

　

区分
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

メーリング手数料 (百万円) 349

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(7)　その他の業務

　

区分
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

その他の受取手数料 (百万円) 571

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(8)　貸金業務

　

区分
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

金融収益 (百万円) 330

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社および連結子会

社）が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済が減速するなかで、輸出や企業収益が減

少し、景気は下向きの動きが続いています。日経平均株価は、９月末には11,259円86銭（３月末比1,265

円68銭下落）となりました。

証券・金融界では、来年１月に株券電子化が実施されるなど、大きな変革期を迎えています。

当社は、このような経営環境の変化への対応を経営の最重要課題と捉え、独自のビジネスモデル『日

本版クリアリングファーム』の充実・強化に鋭意取り組んでおります。

業務開始以来拡大を続けるメーリング業務においては、東京都内のメーリングセンター『勝どきサ

イト』（中央区勝どき）、『東陽サイト』（江東区東陽）、『新砂サイト』（江東区新砂）に続き、本

年２月、大阪市内に東京のメーリングセンターと同等の機能を備える『大阪事務センター』を開設い

たしました。これにより、関西のお客さまへの配達日数の短縮のみならず、東京での不測の事態に備え

たバックアップセンターとしての機能をも果たし、サービスと品質の更なる向上を図っております。今

後、当事務センターを、金融機関をはじめ幅広い業界に向けて事務サービスを提供する関西の業務拠点

として展開してまいります。

新規業務としては、機密情報や個人情報など情報資産の厳格な管理が求められるなか、コクヨＳ＆Ｔ

株式会社との協業により、文書の電子化から原本保管・入出庫、問合せ対応に至るまで、情報資産管理

を一貫して請け負う「電子文書管理サービス」を開始いたしました。

また、昨年11月に子会社化いたしました人材派遣業務や人事給与業務を展開する株式会社ジャパン

・ビジネス・サービス（以下、ＪＢＳ）と、コンプライアンス・パートナーとして特色あるサービスを

展開する日本クリアリングサービス株式会社とのより一層の連携強化を図り、幅広く企業社会のイン

フラストラクチャーとしての役割を果たし、当社グループ全体の価値向上に努めてまいります。

当第２四半期連結会計期間の経営成績は、メーリング業務の受託先拡大や銀行等からの担保有価証

券管理業務の増加、株券電子化を目前に預託混乱回避のために開始された事前確認スキームに係る事

務の増加に加え、ＪＢＳが連結子会社に加わったこと等により、営業収益は51億50百万円となりまし

た。利益面では、業務量の増加に伴う人件費やＪＢＳの派遣料等が増加したものの、営業利益は５億円、

経常利益は５億24百万円となりました。四半期純利益は、投資有価証券評価損が増加したものの、１億

95百万円となりました。
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当連結会社は、「証券サービス業」という単一の事業セグメントに属しておりますので、営業収益の

内容を業務別に記載しております。

　

①　株主名簿管理人業務では、名義書換の取扱量が増加したこと等により、営業収益は６億93百万円

となりました。

　

②　名義書換取次業務では、株券電子化を目前に預託混乱回避のために開始された事前確認スキーム

に係る事務の増加等により、営業収益は４億55百万円となりました。

　

③　有価証券配送業務では、証券会社や銀行等の支店間での定期便の増加等により、営業収益は３億

74百万円となりました。

　

④　有価証券管理業務では、証券会社からのバックオフィス業務の新規受託、銀行等からの担保有価

証券管理業務の増加や、子会社となった株式会社ジャパン・ビジネス・サービスの証券バックオ

フィス業務が加わったこと等により、営業収益は14億78百万円となりました。

　

⑤　証券情報処理業務では、市場執行業務が増加したこと等により、営業収益は８億96百万円となり

ました。

　

⑥　メーリング業務では、株式会社ゆうちょ銀行の投資信託販売に係る取引報告書等の封入発送業務

の増加や、新規顧客の開拓等により、営業収益は３億49百万円となりました。

　

⑦　その他の業務では、株式会社ジャパン・ビジネス・サービスの子会社化により人材派遣業務や人

事給与業務等が加わったことにより、営業収益は５億71百万円となりました。

　

⑧　貸金業務では、市場執行業務に付随する証券会社に対する信用取引収益が増加し、営業収益は３

億30百万円となりました。

　

以上により、当第２四半期連結会計期間の営業収益は、51億50百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は616億81百万円で、前連結会計年度末に比べ18億17

百万円減少しました。これは主に、市場執行業務における信用取引の減少により、顧客への貸付金等が

減少したものです。また、これに伴い、金融機関からの借入金が減少したこと等により、負債合計は344

億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億68百万円減少しました。

純資産合計は272億40百万円で、前連結会計年度末に比べ３億50百万円増加しました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は100億98百

万円となり、当第１四半期連結会計期間末より36億25百万円増加しました。当第２四半期連結会計期間

の各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

39億61百万円の資金の増加となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益４億49百万円、

信用取引資産の減少額31億71百万円、信用取引負債の減少額６億円によるものであります。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

２億33百万円の資金の減少となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出１億31百

万円によるものであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１億２百万円の資金の減少となりました。これは主に、短期借入金の純減少額30百万円、少数株

主への配当金の支払額48百万円によるものであります。

　

(4) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な

変更および新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

特記事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 66,240,000

計 66,240,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 16,894,60016,894,600

東京証券取引所
　（市場第一部）
大阪証券取引所
　（市場第一部）

―

計 16,894,60016,894,600― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

① 平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行しておりま

す。

　

イ　株主総会の特別決議日(平成16年６月24日)

　

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 32個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 32,000株(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 680円(注)３

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日～
平成21年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額

発行価格　 680円
資本組入額 340円

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行
役員およびその他の従業員の地位を保有していることを要
する。ただし、取締役または執行役員を退任もしくは従業員
を退職した場合は、その翌日から起算して６カ月間に限り
その権利を行使することができる。

②　新株予約権者が死亡した場合は、死亡後６カ月間に限り、
相続人がその権利を行使することができる。

③　新株予約権者は、付与された権利の譲渡、質入その他処分
をすることができない。

④　その他の条件については、本総会および取締役会決議に基
づき、当社と対象取締役、執行役員およびその他の従業員と
の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、1,000株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数に

ついてのみ行われ、調整による１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

３　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

新規発行または
処分株式数

×
１株当たり払込金額
または処分価額

既発行株式数＋

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前または処分前の株価

既発行株式数＋新規発行または処分株式数
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ロ　株主総会の特別決議日(平成17年６月24日)

　

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 1,720個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 172,000株(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 856円(注)３

新株予約権の行使期間
 平成19年７月１日～ 
平成22年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額

発行価格　 856円
資本組入額 428円

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行
役員およびその他の従業員の地位を保有していることを要
する。ただし、取締役または執行役員を退任もしくは従業員
を退職した場合は、その翌日から起算して６カ月間に限り
その権利を行使することができる。

②　新株予約権者が死亡した場合は、死亡後６カ月間に限り、
相続人がその権利を行使することができる。

③　新株予約権者は、付与された権利の譲渡、質入その他処分
をすることができない。

④　その他の条件については、本総会および取締役会決議に基
づき、当社と対象取締役、執行役員およびその他の従業員と
の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数に

ついてのみ行われ、調整による１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

３　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

新規発行または
処分株式数

×
１株当たり払込金額
または処分価額

既発行株式数＋

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前または処分前の株価

既発行株式数＋新規発行または処分株式数
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②　会社法第236条、第238条および第240条第１項の規定に基づき、新株予約権を発行しております。

　

イ　取締役会の決議日(平成18年６月29日)

　

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

募集新株予約権の数 902個(注)１

募集新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

募集新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

募集新株予約権の目的となる株式の数 90,200株(注)２

募集新株予約権の行使時の払込金額 1,788円(注)３

募集新株予約権の行使期間
平成20年８月１日～
平成23年７月30日

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格および資本組入額

発行価格　 2,215円
資本組入額 1,108円

募集新株予約権の行使の条件

①　募集新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、
執行役員およびその他の従業員の地位を保有していること
を要する。ただし、取締役または執行役員を退任もしくは従
業員を退職した場合は、その翌日から起算して６カ月間に
限りその権利を行使することができる。

②　募集新株予約権者が死亡した場合は、死亡後６カ月間に限
り、相続人がその権利を行使することができる。

③　募集新株予約権者は、付与された権利の譲渡、質入その他
処分をすることができない。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と
対象取締役、執行役員およびその他の従業員との間で締結
する募集新株予約権割当契約に定めるところによる。

募集新株予約権の譲渡に関する事項 募集新株予約権の譲渡には、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う募集新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　募集新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は募集新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない募集新株予約権の目的となる

株式数についてのみ行われ、調整による１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

３　募集新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

新規発行または
処分株式数

×
１株当たり払込金額
または処分価額

既発行株式数＋

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前または処分前の株価

既発行株式数＋新規発行または処分株式数
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ロ　取締役会の決議日(平成19年６月28日)

　

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

募集新株予約権の数 1,569個(注)１

募集新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

募集新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

募集新株予約権の目的となる株式の数 156,900株(注)２

募集新株予約権の行使時の払込金額 1,076円(注)３

募集新株予約権の行使期間
平成21年８月１日～
平成24年７月31日

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格および資本組入額

発行価格　 1,344円
資本組入額 　672円

募集新株予約権の行使の条件

①　募集新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、
執行役員およびその他の従業員の地位を保有していること
を要する。ただし、取締役または執行役員を退任もしくは従
業員を退職した場合は、その翌日から起算して６カ月間に
限りその権利を行使することができる。

②　募集新株予約権者が死亡した場合は、死亡後６カ月間に限
り、相続人がその権利を行使することができる。

③　募集新株予約権者は、付与された権利の譲渡、質入その他
処分をすることができない。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と
対象取締役、執行役員およびその他の従業員との間で締結
する募集新株予約権割当契約に定めるところによる。

募集新株予約権の譲渡に関する事項 募集新株予約権の譲渡には、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う募集新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　募集新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は募集新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない募集新株予約権の目的となる

株式数についてのみ行われ、調整による１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　募集新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

新規発行または
処分株式数

×
１株当たり払込金額
または処分価額

既発行株式数＋

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前または処分前の株価

既発行株式数＋新規発行または処分株式数
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ハ　取締役会の決議日(平成20年６月27日)

　

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

募集新株予約権の数 184個

募集新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

募集新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

募集新株予約権の目的となる株式の数 18,400株

募集新株予約権の行使時の払込金額 1円

募集新株予約権の行使期間
平成20年８月１日～
平成50年７月31日

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格および資本組入額

発行価格　 648円
資本組入額 324円

募集新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日
から起算して10日間に限り、募集新株予約権を一括しての
み行使できるものとする。

②　新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記③に掲
げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、募
集新株予約権を行使することができる。

③　その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによ
る。

募集新株予約権の譲渡に関する事項 募集新株予約権の譲渡には、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う募集新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)　募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、募集新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以

下、「付与株式数」という。）は100株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1 株未満の端数は切

り捨てる。

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で付与株式

数を調整する。

　

EDINET提出書類

株式会社だいこう証券ビジネス(E03776)

四半期報告書

15/36



(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年９月30日 ― 16,894 ― 5,845 ― 8,677

　

(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２丁目４番６号 3,876 22.94

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,018 6.02

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 699 4.13

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 699 4.13

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 690 4.08

株式会社みずほコーポレート銀
行

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 690 4.08

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 595 3.52

株式会社池田銀行 大阪府池田市城南２丁目１番11号 572 3.38

りそなカード株式会社 東京都中央区日本橋室町１丁目２番６号 471 2.78

三信株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目６番１号 466 2.76

計 ― 9,778 57.87

(注)　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、上記信託口のほか、信託口４Ｇ（228,200株）、中央三井アセット

信託銀行再信託分・東海東京証券株式会社退職給付信託口（20,700株）および信託口４（9,600株）を所有して

おります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　

 
78,900

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　 16,799,400 167,994 ―

単元未満株式 普通株式 16,300　 ― ―

発行済株式総数 16,894,600― ―

総株主の議決権 ― 167,994 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10

個)含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が14株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社だいこう証券ビジネス

大阪市中央区北浜
二丁目４番６号

78,900 ― 78,900 0.46

計 ― 78,900 ― 78,900 0.46

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 690 775 781 760 718 765

最低(円) 523 653 701 702 580 603

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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４ 【その他】

(1) 【自己資本規制比率】

　

当第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

（百万円）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

（百万円）

基本的項目 (Ａ) 25,746 25,478

補完的項目

その他有価証券評価差額金
(評価益)等

74 48

金融商品取引責任準備金等 459 356

一般貸倒引当金 11 9

計 (Ｂ) 545 415

控除資産 (Ｃ) 7,629 7,678

固定化されていない自己資本(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)(Ｄ) 18,662 18,215

リスク相当額

市場リスク相当額 587 618

取引先リスク相当額 705 747

基礎的リスク相当額 2,542 2,467

計 (Ｅ) 3,835 3,832

自己資本規制比率(Ｄ)／(Ｅ)×100 486.6％ 475.2％

(2) 【有価証券の売買等業務】

①有価証券の売買の状況(証券先物取引等を除く)

イ　株券

区分 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

2,241,134 4 2,241,138

　

ロ　債券

区分 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

5 ― 5
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ハ　受益証券

区分 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

24,704 ― 24,704

　

②証券先物取引等の状況

イ　株式に係る取引

区分
先物取引 オプション取引

合計(百万円)
受託(百万円) 自己(百万円) 受託(百万円) 自己(百万円)

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

1,100,162 ― 1,955,754 ― 3,055,916

　

ロ　債券に係る取引

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)および当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,937 5,924

預託金 1,906 926

営業貸付金 5,220 5,621

信用取引資産 19,442 25,223

信用取引貸付金 12,618 17,635

信用取引借証券担保金 6,823 7,588

営業未収入金 2,306 2,397

有価証券 161 161

商品 5 13

短期差入保証金 10,872 11,139

その他 615 442

貸倒引当金 △263 △176

流動資産合計 50,204 51,672

固定資産

有形固定資産 ※１
 2,447

※１
 2,336

無形固定資産 2,622 2,517

投資その他の資産 6,406 6,972

投資有価証券 ※２
 4,478

※２
 4,691

その他 2,008 2,572

貸倒引当金 △79 △291

固定資産合計 11,477 11,826

資産合計 61,681 63,499

負債の部

流動負債

短期借入金 1,680 2,740

信用取引負債 13,029 16,050

信用取引借入金 ※２
 3,229

※２
 4,932

信用取引貸証券受入金 9,800 11,117

有価証券担保借入金 883 1,040

営業未払金 369 401

未払法人税等 652 416

短期受入保証金 14,321 12,618

賞与引当金 420 395

役員賞与引当金 24 40

その他 1,237 1,164

流動負債合計 32,618 34,866

固定負債

退職給付引当金 849 910
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

役員退職慰労引当金 31 451

その他 482 24

固定負債合計 1,363 1,386

特別法上の準備金

証券取引責任準備金 － 356

金融商品取引責任準備金 459 －

特別法上の準備金合計 459 356

負債合計 34,441 36,609

純資産の部

株主資本

資本金 5,845 5,844

資本剰余金 8,677 8,676

利益剰余金 16,807 16,443

自己株式 △53 △52

株主資本合計 31,277 30,911

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △144 △81

土地再評価差額金 △4,594 △4,594

評価・換算差額等合計 △4,739 △4,675

新株予約権 74 48

少数株主持分 627 604

純資産合計 27,240 26,889

負債純資産合計 61,681 63,499
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業収益 9,988

営業費用 4,008

営業総利益 5,980

一般管理費 ※１
 4,896

営業利益 1,084

営業外収益

受取利息 2

受取配当金 51

受取遅延損害金 37

その他 44

営業外収益合計 135

営業外費用 0

経常利益 1,218

特別利益

投資有価証券売却益 1

貸倒引当金戻入額 97

特別利益合計 99

特別損失

固定資産除却損 1

投資有価証券売却損 0

投資有価証券評価損 115

金融商品取引責任準備金繰入れ 102

特別損失合計 220

税金等調整前四半期純利益 1,098

法人税、住民税及び事業税 636

法人税等調整額 △140

法人税等合計 495

少数株主利益 70

四半期純利益 532
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

営業収益 5,150

営業費用 2,062

営業総利益 3,087

一般管理費 ※１
 2,587

営業利益 500

営業外収益

受取利息 2

受取配当金 1

消耗品売却代 7

その他 13

営業外収益合計 24

営業外費用 0

経常利益 524

特別利益

投資有価証券売却益 1

特別利益合計 1

特別損失

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 31

金融商品取引責任準備金繰入れ 45

特別損失合計 76

税金等調整前四半期純利益 449

法人税、住民税及び事業税 381

法人税等調整額 △165

法人税等合計 215

少数株主利益 39

四半期純利益 195
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,098

減価償却費 381

貸倒引当金の増減額（△は減少） △97

賞与引当金の増減額（△は減少） 25

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △420

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 102

受取利息及び受取配当金 ※２
 △667

支払利息 ※３
 333

預託金の増減額（△は増加） △980

営業貸付金の増減額（△は増加） 401

信用取引資産の増減額（△は増加） 5,781

営業未収入金の増減額（△は増加） 11

短期差入保証金の増減額（△は増加） 266

破産更生債権等の増減額（△は増加） 671

信用取引負債の増減額（△は減少） △3,020

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △156

営業未払金の増減額（△は減少） △37

短期受入保証金の増減額（△は減少） 1,703

長期未払金の増減額（△は減少） 457

その他 89

小計 5,868

利息及び配当金の受取額 669

利息の支払額 △326

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △402

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △153

無形固定資産の取得による支出 △367

長期前払費用の取得による支出 △0

投資有価証券の取得による支出 △8

投資有価証券の売却による収入 4

貸付金の回収による収入 8

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △519

EDINET提出書類

株式会社だいこう証券ビジネス(E03776)

四半期報告書

25/36



（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,060

株式の発行による収入 1

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △167

少数株主への配当金の支払額 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,013

現金及び現金同等物の期首残高 6,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 10,098
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

会計処理の変更

（金融商品取引責任準備金）

金融商品取引法の施行に伴い、前連結会計年度まで

旧証券取引法第51条の規定に基づき、旧証券会社に関

する内閣府令第35条に定めるところにより算出してい

た証券取引責任準備金については、金融商品取引法第

46条の５の規定に基づき金融商品取引業等に関する内

閣府令第175条に定めるところにより算出し金融商品

取引責任準備金と表示することとなりました。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２

四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が56

百万円増加しております。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

該当事項はありません。
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【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

（役員退職慰労引当金）

当社は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平

成20年６月27日開催の定時株主総会において、同日を

もって役員退職慰労金制度を廃止するとともに、役員

退職慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。なお、

同日までの在任期間に応じた役員退職慰労金相当額に

ついては、各役員それぞれの退任時に支給することと

したため、固定負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　1,576百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　1,518百万円

※２　担保等に供されている資産 ※２　担保等に供されている資産

担保等に供されている資産について、事業の運営

において重要なものであり、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められるもの

投資有価証券のうち1,325百万円および信用取引

の自己融資見返り株券のうち350百万円は、株券等貸

借取引契約に基づき貸付けております。なお、上記の

ほか、信用取引の自己融資見返り株券のうち、信用取

引借入金の担保として145百万円、証券取引所への長

期差入保証金の代用として146百万円、株式会社日本

証券クリアリング機構への清算基金の代用として

970百万円をそれぞれ差し入れております。

 

投資有価証券のうち1,385百万円および信用取引

の自己融資見返り株券のうち513百万円は、株券等貸

借取引契約に基づき貸付けております。なお、上記の

ほか、信用取引の自己融資見返り株券のうち、信用取

引借入金の担保として605百万円、証券取引所への長

期差入保証金の代用として59百万円、株式会社日本

証券クリアリング機構への清算基金の代用として

1,909百万円をそれぞれ差し入れております。
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１　一般管理費の主なもの

従業員給与 1,467百万円

賞与引当金繰入額 392　〃

役員賞与引当金繰入額 24　〃

退職給付費用 56　〃

役員退職慰労引当金繰入額 44　〃

減価償却費 381　〃
 

第２四半期連結会計期間

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１　一般管理費の主なもの

従業員給与 747百万円

賞与引当金繰入額 191　〃

役員賞与引当金繰入額 14　〃

退職給付費用 29　〃

役員退職慰労引当金繰入額 2　〃

貸倒引当金繰入額 175　〃

減価償却費 199　〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び預金 9,937百万円

有価証券(ＭＭＦ) 161　〃

現金及び現金同等物 10,098百万円
 
※２　受取利息及び受取配当金の内訳

金融収益 613百万円

受取利息 2　〃

受取配当金 51　〃
 
※３　支払利息の内訳

金融費用 333百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)および当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 16,894,600

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 78,914

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期

連結会計期間末残高
(百万円)

提出会社 ― ― 74

合計 ― 74

(注)　上記内容については、新株予約権がストック・オプションとして付与されているため記載を省略しております。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 168 10平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当

の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年10月28日
取締役会

普通株式 利益剰余金 168 10平成20年９月30日 平成20年12月10日

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

著しい変動がないため記載を省略しております。
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(リース取引関係)

　

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行って

おりますが、当第２四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい

変動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

　

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

　

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

１　費用計上額および科目名

一般管理費　18百万円

　

２　付与したストック・オプションの内容

第７回ストック・オプション

付与対象者の区分および人数 当社の取締役　８名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　18,400株

付与日 平成20年８月１日

権利確定条件 権利確定条件は付されていない。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めは無い。

権利行使期間 平成20年８月１日から平成50年７月31日まで

権利行使価格（円） 1

付与日における公正な評価単価（円） 647
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)および当第２四半期連結累計

期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

当連結会社は、株主名簿管理人業務、名義書換取次業務、有価証券配送業務、有価証券管理業務、証券情

報処理業務、メーリング業務および有価証券を担保とする貸金業務等の有価証券に係わる証券代行業を

中心とする営業活動を展開しております。従って、当連結会社の事業区分は「証券サービス業」という単

一の事業セグメントに属しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)および当第２四半期連結累計

期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

在外連結子会社および在外支店がないため記載しておりません。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)および当第２四半期連結累計

期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

海外売上高がないため記載しておりません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,578.19円 1,560.64円

　

２　１株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 31.66円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 31.64円

(注)　１株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益

四半期純利益(百万円) 532

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 532

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 16,813

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

四半期純利益調整額(百万円) ―

普通株式増加数(千株) 7

(うち新株予約権(千株)) 7

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

ストックオプション制度
新株予約権方式（新株予
約権4,191個）
これらの詳細について
は、第４提出会社の状況
１株式等の状況(2)新株
予約権の状況に記載のと
おりであります。
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第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 11.61円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 11.60円

(注)　１株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益

四半期純利益(百万円) 195

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 195

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 16,815

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

四半期純利益調整額(百万円) ―

普通株式増加数(千株) 12

(うち新株予約権(千株)) 12

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

ストックオプション制度
新株予約権方式（新株予
約権4,191個）
これらの詳細について
は、第４提出会社の状況
１株式等の状況(2)新株
予約権の状況に記載のと
おりであります。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

　

第53期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当については、平成20年10月28日開催の

取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載又は記録された株主に

対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 168百万円

②　１株当たりの金額　 10円00銭

③　支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成20年12月10日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月11日

株式会社だいこう証券ビジネス

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　石　井　一　郎　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　山　川　幸　康　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社だいこう証券ビジネスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日か

ら平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社だいこう証券ビジネス及び連結子会

社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社だいこう証券ビジネス(E03776)

四半期報告書

36/36


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況
	４その他
	(1)自己資本規制比率
	(2)有価証券の売買等業務


	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	第２四半期連結会計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
	追加情報
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

